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「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
の
研
究
」
疑
義
二
則

'*' 品

崎

定

市

本
は
諌
め
そ
う
で
仲
土
讃
め
な
い
も
の
で
あ
る
。
疑
義
が
生
ず
る
位

ま
で
あ
る
本
を
諌
ん
だ
ら
、
そ
れ
だ
け
で
自
慢
す
る
に
値
す
る
。
私
は

嘗
て
故
加
藤
繁
博
士
の
名
著
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
の
研
究
」
を

耽
讃
す
る
こ
と
敏
次
、
そ
の
疑
義
を
メ
モ
し
な
が
ら
、
遂
に
直
接
博
士

に
賀
正
す
る
の
機
を
得
な
い
で
し
ま
っ
た
。
い
ま
二
則
を
掲
げ
て
、
後

来
者
の
閲
讃
の
使
に
供
し
た
い
と
思
う。

ω第
二
加
、
五
四

O
頁
、
唐
の
王
建
途
鋭
機
尚
書
之
南
海
詩
、

市
喧
盗
賊
破
金
賎
海
船
来

と
あ
る
を
引
か
れ
、
初
句
を
倒
叙
と
し
て
讃
み
、
「
市
喧
び
す
し
、

路

賊
破
れ
て
」
の
窓
に
解
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
と
う
も
除
り
に
理
に
流
れ

た
解
標
で
、
こ
れ
で
は
詩
の
商
白
味
が
全
く
な
い
。
思
う
に
破
と
い
う

字
は
、
玉
篇
に
「
解
雌
也
」
と
揮
す
る
よ
う
に
、
「
散
ず
る
」
の
意
味

が
あ
る
。
支
破
、
破
銭
な
ど
の
破
は
創
ち
こ
の
意
味
で
あ
る
。
す
る
と

「
盗
賊
破
」
は
寸
盗
賊
散
」
の
意
に
解
せ
ら
れ
る
。
即
ち
、
盗
賊
が
城

を
組
理
い
に
や
っ
て
来
た
が
、
市
場
の
あ
ま
り
の
賑
や
か
さ
に
驚
い
て
散

走
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
こ
う
い
う
解
擦
が
可
能
な

ら
ば
、

そ
の
次
句
も
、
加
藤
博
土
が
誠
ま
れ
た
よ
う
な
倒
婦
法

「
海

船
来
り
て
、
金
賎
し
」

の
意
味
で
は
な
く
、
「
金
賎
く
し
て
、
そ
の

魅
力
に
ひ
か
れ
て
、
海
船
来
る
」
と
解
さ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

大

局
的
に
見
れ
ば
、
中
園
は
古
来
、
西
ア
ジ
ア
等
の
先
進
園
に
比
し
て
金

債
が
低
い
。
そ
こ
で
中
園
は
周
溢
の
藩
属
諸
園
か
ら
金
を
集
め
、
そ
れ

を
緩
め
て
西
ア
ジ
ア
、
印
度
へ
輸
出
す
る
役
目
を
つ
と
め
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
但
し
王
建
の
詩
の
場
合
、
外
園
船
が
唐
で
下
落
し
た
金
を
貿

集
め
る
だ
け
に
大
塚
渡
来
し
た
と
は
受
取
れ
ぬ
。
金
は
そ
れ
程
重
要
な

商
品
で
あ
っ
た
と
は
思
え
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
寧
ろ
庚
州
地
方
は
金
が
貨

幣
と
し
て
遜
用
し
、

同
時
に
物
債
の
尺
度
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
金
僚

が
針
外
的
に
下
落
す
る
と
物
僚
も
そ
れ
に
感
じ
て
下
落
し
、
そ
れ
に
つ

ら
れ
て
外
閣
船
が
大
い
に
中
因
物
資
を
買
い
に
来
た
と
見
る
べ
き
で
あ

る
。
中
華
民
園
初
年
、
銀
債
下
落
の
際
に
日
本
人
な
ど
が
上
海
へ
殺
到

し
た
の
と
同
一
轍
で
あ
ろ
う。

ω第
二
品
川
五
四
六
頁
以
下
、
第
八
章
第
六
節

「
宋
代
に
於
け
る
金
銀

の
総
出
入
」
の
中
に
宋
代
中
園
の
金
銀
が
、

い
ろ
い
ろ
な
ル
l
ト
で
圏

外
へ
流
出
し
た
事
例
を
列
事
さ
れ
た
中
に
、
何
故
か
、
績
資
治
通
鑑
長

編
巻
六
八
、
大
中
祥
符
元
年
正
月
の
記
事
、

時
金
銀
償
責。

上
以
問
機
三
司
使
丁
調。

謂
言
。
魚
沼
状
輝
和
爾

所
市
入
蕃
。
乙
亥
。
下
詔
約
束
之
。

の
一
僚
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
西
域
へ
の
金
銀
流
出
の

現
象
が
度
外
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
加
藤
博
士
は
史
料
を
カ
l
ド
に
取

っ
て
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
、
時
に
控
え
を
失
く
し
た
事
を
自
ら
論
文
中

で
こ
と
わ
っ
て
居
ら
れ
る
。
博
士
に
封
し
て
は
甚
だ
失
躍
に
嘗
る
が
、

こ
れ
は
カ
l
ド
制
と
ノ
l
ト
制
の
長
短
を
示
す
一
つ
の
例
で
我
々
に
教

訓
を
輿
え
る
。
ヵ
l
ド
史
料
は
利
用
に
は
使
利
だ
が
、
一
番
有
用
な
カ

ー
ド
を
紛
失
す
る
成
れ
が
あ
る
こ
と
は
私
も
経
験
が
あ
る
。

な
お
加
藤
博
士
の
こ
の
書
と
は
関
係
な
い
が
、
金
銀
の
問
題
を
取
扱

う
際
に
必
ず
と
い
っ
て
い
い
程
、
よ
く
引
合
い
に
出
さ
れ
る
願
炎
武
の

日
知
鍛
巻
十

一
、
黄
金
の
篠
に
金
銀
比
債
を
の
ベ
て

幼
時
見
。
寓
陸
中
赤
金
止
七
八
換
。崇
禎
中
十
換
。
江
左
至
十
三
換
。

。
。

と
あ
る
中
の
江
左
と
い
う
語
を
、
普
通
に
は
地
名
の
江
左
と
解
せ
ら
れ

て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
江
左
は
江
左
政
権
の

調
で
、
古
い
六
朝
の
意
味
に
使
わ
れ
る
の
は
周
知
の
通
り
だ
が
、
明
末
、

一
隅
王
が
崇
禎
十
七
年
五
月
、
南
京
で
帝
位
に
つ
き
、
翌
弘
光
元
年
五
月

ま
で
約
一
年
間
も
ち
こ
た
え
た
政
権
も
江
左
で
あ
る
。
資
宗
裁
の
鄭
成

功

停

に

も

、

。

。

掌
皇
帝
定
鼎
之
(
順
治
)
元
年
。
一
陥
落
立
江
左
。
改
元
弘
光
。

な
ど
の
用
例
が
あ
る
。
こ
う
い
う
混
飢
の
際
に
は
銀
よ
り
も
除
度
、
持

運
び
に
便
利
な
金
が
重
賓
が
ら
れ
て
、
債
格
が
急
騰
す
る
の
で
、
同
じ

よ
う
な
現
象
は
北
宋
末
、
金
箪
包
囲
下
の
開
封
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た

所
で
あ
る
。
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